
 

 

 

インフルエンザにかかった時は… 
令和２年度より、インフルエンザの治癒証明の扱いが変更になっています。インフルエ

ンザにかかった場合、再登校までの流れが以下のようになりますので、よくご確認いただ

き、対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊「出席停止の基準」は 

次ページ参照 

 

 

発症日 
登校可能予定日 

甘楽町立小幡小学校 

かかりつけ医に 

電話して相談 

インフルエンザと診断されたら… 

以下の２点を医師に確認する。 

・「発症日」 ・「登校可能予定日」 

インフルエンザだね 

受診・診断 

できるだけ早く 

学校へ 
連絡 

①「インフルエンザ療養報告書」を 

以下のいずれかの方法で受け取る。 

・学校に取りに来る  

・学校のＨＰからダウンロードする 

②「インフルエンザ療養報告書」に状況を 

記録しておく。 

③定期的に検温をして「解熱した日」を 

 確認し、記録する。 

④「出席停止の基準」を満たしたら、 

 「インフルエンザ療養報告書」をもって 

登校する。（医療機関へは行かない） 

家庭で療養 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊療養報告書 

 

 

 

 

 

 


